
第３回 生活衛生関係営業の振興に関する検討会

平成２２年１１月１１日 参考資料３

厚生労働省

８１１百万円

Ｂ．都道府県（４７か所）

５１９百万円

Ｄ．都道府県生活衛生営

業指導センター

（４７か所）

５１９百万円

生衛法の規定に基づき

・（財）全国生活衛生営業指導センターへの補助

補助率：定額

・生衛業の連合会及び組合への補助 補助率：定額

・都道府県への補助 補助率 １／２

生衛法第５７条の４に定められた事業の実施

・生衛業者に対する指導相談

・講習会等の開催

・情報収集・提供 等

都道府県生活衛生営業指導

センターに対する補助

Ａ．（財）全国生活衛生営

業指導センター

１３２百万円

Ｃ．生活衛生営業同業組合

連合会、生活衛生同業組

合 １６０百万円

生衛法第５７条の１０に

定められた事業の実施

・生衛業全般に関する

情報収集・提供、調査研

究

・都道府県センター、

連合会に対する連絡調

整、指導 等

業の振興や衛生水準の

向上等を目的とした自主

的活動の実施

【補助】 【補助】 【補助】

【補助】

生活衛生関係補助金のフローについて

※平成２３年度概算要求ベース
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